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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する特性変化層を、乾
式法により形成することにより、パターン形成体用基板を形成する特性変化層形成工程と
、
　前記特性変化層を有する前記パターン形成体用基板と、光触媒を含有する光触媒処理層
および基体を有する光触媒処理層側基板とを、前記特性変化層および前記光触媒処理層が
２００μｍ以下となるように間隙をおいて配置した後、エネルギーを照射し、前記特性変
化層の特性が変化した特性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程とを有し、
　前記パターン形成体用基板は光触媒を含まないものであり、
　前記光触媒含有層側基板が、基体、前記基体上に形成された光触媒含有層側遮光部、前
記光触媒含有層側遮光部上に形成されたプライマー層、および前記プライマー層上に形成
された光触媒含有層からなるものであることを特徴とするパターン形成体の製造方法。
【請求項２】
　前記乾式法が、ＣＶＤ法であることを特徴とする請求項１に記載のパターン形成体の製
造方法。
【請求項３】
　前記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、液体との接触角が低下
する濡れ性変化層であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のパターン形成
体の製造方法。
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【請求項４】
　前記濡れ性変化層が、フルオロアルキルシランを含有する層であることを特徴とする請
求項３に記載のパターン形成体の製造方法。
【請求項５】
　前記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、分解除去される分解除
去層であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のパターン形成体の製造方法
。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法によ
り製造されたパターン形成体の、特性変化パターン上に機能性部を形成する工程を有する
ことを特徴とする機能性素子の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、画素部であるこ
とを特徴とするカラーフィルタ。
【請求項８】
　請求項６に記載の機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、有機ＥＬ層であ
ることを特徴とする有機ＥＬ素子。
【請求項９】
　請求項６に記載の機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、金属配線である
ことを特徴とする導電性パターン形成体。
【請求項１０】
　請求項６に記載の機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、有機半導体層で
あることを特徴とする有機半導体素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラーフィルタやプリント基板をはじめとして各種の用途に使用可能な、高精
細なパターンを有するパターン形成体の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、基材上に図案、画像、文字、回路等の種々のパターンを形成するパターン形成
体の製造方法としては、各種のものが製造されている。
【０００３】
例えば、印刷を例に挙げて説明すると、印刷方法の一種である平版印刷に使用する平版印
刷版は、インクを受容する親油性部位と、印刷インクを受容しない部位とからなるパター
ンを有する平版を製造し、この平版を用いて親油性部位に印刷すべきインクの画像を形成
し、形成した画像を紙等に転写して印刷している。こうした印刷では、このように印刷版
原版に、文字、図形等のパターンを形成してパターン形成体である印刷版を製造し、印刷
機に装着して使用している。代表的な平版印刷版であるオフセット印刷用の印刷版原版に
は、数多くのものが提案されている。
【０００４】
例えば、オフセット印刷用の印刷版は、印刷版原版にパターンを描いたマスクを介して露
光して現像する方法、あるいは電子写真方式によって直接に露光して印刷版原版上に直接
に製版する方法等によって作製することができる。電子写真式のオフセット印刷版原版は
、導電性基材上に酸化亜鉛等の光導電性粒子および結着樹脂を主成分とした光導電層を設
け、これを感光体として電子写真方式によって露光し、感光体表面に親油性の高い画像を
形成させ、続いて不感脂化液で処理し非画像部分を親水化することによってオフセット原
版、すなわちパターン形成体を得る方法によって作製されている。親水性部分は水等によ
って浸漬して疎油性とされ、親油性の画像部分に印刷インクが受容されて紙等に転写され
る。しかしながら、パターン形成に当たっては不感脂化液での処理等の種々の露光後の処
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理が必要となる。
【０００５】
また、高精細なパターンを形成する方法として、基材上に塗布したフォトレジスト層にパ
ターン露光を行い、露光後、フォトレジストを現像し、さらにエッチングを行ったり、フ
ォトレジストに機能性を有する物質を用いて、フォトレジストの露光によって目的とする
パターンを直接形成する等のフォトリソグラフィーによるパターン形成体の製造方法が知
られている。
【０００６】
フォトリソグラフィーによる高精細パターンの形成は、液晶表示装置等に用いられるカラ
ーフィルタの着色パターンの形成、マイクロレンズの形成、精細な電気回路基板の製造、
パターンの露光に使用するクロムマスクの製造等に用いられているが、これらの方法によ
っては、フォトレジストを用いると共に、露光後に液体現像液によって現像を行ったり、
エッチングを行う必要があるので、廃液を処理する必要が生じる等の問題点があり、また
フォトレジストとして機能性の物質を用いた場合には、現像の際に使用されるアルカリ液
等によって劣化する等の問題点もあった。
【０００７】
カラーフィルタ等の高精細なパターンを印刷等によって形成することも行われているが、
印刷で形成されるパターンには、位置精度等の問題があり、高精度なパターンの形成は困
難であった。
【０００８】
一方、このような問題点を解決するために、光触媒の作用により濡れ性が変化する物質等
をコーティング法により基材上に形成し、エネルギー照射を行うことによりパターンを形
成するパターン形成体の製造方法等が本発明者等において検討されてきた（例えば、特許
文献１および特許文献２参照）。
【０００９】
上述したパターン形成体の製造方法においては、エネルギーが照射された部分の特性を、
光触媒の作用を利用することにより変化させて、特性の異なるパターンを形成するもので
ある。これにより、光触媒の作用が及んだ領域のみの特性変化層の特性が変化することか
ら、特性の差を生じさせるのに所定の時間がかかる。この時間を短縮することができれば
、さらなる効率化を図ることが可能である。
【００１０】
【特許文献１】
特開２００１－２７２７７４号公報
【特許文献２】
特開２０００－２４９８２１号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、簡易な方法で、高精細な表面の特性の異なるパターンを、短時間で効率よく形成
可能なパターン形成体の製造方法の提供が望まれている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は基材と、上記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層とを
有するパターン形成体用基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化
する特性変化層を、乾式法により形成する特性変化層形成工程と、
上記特性変化層上に、エネルギーを照射することにより、上記特性変化層の特性が変化し
た特性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程と
を有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。
【００１３】
本発明によれば、上記特性変化層を形成することから、エネルギーを照射することにより
、容易に表面に特性の異なる特性変化パターンが形成されたパターン形成体を製造するこ
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とができる。また、本発明においては、上記特性変化層を、乾式法により形成することか
ら、例えば単分子膜等の、均一な膜厚の薄い特性変化層を形成することが可能となる。こ
れにより、例えば特性変化層が濡れ性変化層である場合には、均一に表面の濡れ性が変化
したパターン形成体とすることができる。また、例えば特性変化層が分解除去層である場
合には、エネルギー照射部の分解除去層を、短時間で効率よく完全に分解除去することが
可能となる。
【００１４】
また、本発明は、基材上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する特
性変化層を、乾式法により形成する特性変化層形成工程と、
上記特性変化層と、光触媒を含有する光触媒処理層および基体を有する光触媒処理層側基
板とを、上記特性変化層および上記光触媒処理層が２００μｍ以下となるように間隙をお
いて配置した後、エネルギーを照射し、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パター
ンを形成する特性変化パターン形成工程と
を有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。
【００１５】
本発明によれば、上記特性変化層を形成することから、エネルギーを照射することにより
、容易に表面に特性の異なる特性変化パターンが形成されたパターン形成体を製造するこ
とができる。また、本発明においては、上記特性変化層を乾式法により形成することから
、例えば単分子膜等の、均一な膜厚の薄い特性変化層を形成することが可能となる。これ
により、特性変化パターン形成工程において、上記特性変化層に、特性の変化したパター
ンを均一に効率よく形成することができるのである。
【００１６】
上記発明においては、上記乾式法が、ＣＶＤ法であることが好ましい。これにより、形成
された特性変化層を緻密でより均一な薄膜とすることが可能となるからである。
【００１７】
本発明においては、上記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、液体
との接触角が低下する濡れ性変化層であってもよい。これにより、パターン形成体表面に
、エネルギー照射部である親液性領域と、エネルギー未照射部である撥液性領域とを形成
することができ、この濡れ性の差を利用して、容易に機能性部が形成可能なパターン形成
体とすることができるからである。
【００１８】
また、上記濡れ性変化層が、フルオロアルキルシランを含有する層であることが好ましい
。これにより、濡れ性変化層を均一な単分子膜とすることができ、均一に濡れ性変化層表
面の濡れ性を変化させることができるからである。さらに、濡れ性変化層におけるエネル
ギー照射部である親液性領域と、エネルギー未照射部である撥液性領域との濡れ性を大き
なものとすることが可能となるからである。
【００１９】
本発明においてはまた、上記特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、
分解除去される分解除去層であってもよい。これにより、製造されたパターン形成体表面
に凹凸を有するものとすることができ、この凹凸を利用して、容易に機能性部が形成可能
なパターン形成体とすることが可能となるからである。
【００２０】
また、本発明は、上記記載のパターン形成体の製造方法により製造されたパターン形成体
の、特性変化パターン上に機能性部を形成する工程を有することを特徴とする機能性素子
の製造方法を提供する。
【００２１】
本発明によれば、上記パターン形成体の特性変化パターン上に、その特性の差を利用して
機能性部を形成することから、高精細な機能性部を形成することが可能である。また、上
記パターン形成体においては、特性変化層の膜厚を、均一かつ膜厚の薄いものとすること
が可能であることから、機能性素子を均一に形成することができる。また上記特性変化層
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の膜厚が薄いことから、例えば、機能性素子が有機ＥＬ素子である場合に、正孔を通過さ
せることができ、基材上に形成された電極層と特性変化層上に形成された有機ＥＬ層との
導通をはかること等が可能となるのである。
【００２２】
また、本発明は、上記機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、画素部である
ことを特徴とするカラーフィルタを提供する。本発明によれば、上記パターン形成体上の
特性変化パターンにおける特性の差を利用して、容易に高精細な画素部が形成されたカラ
ーフィルタとすることができる。
【００２３】
さらに本発明は、上記機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、有機ＥＬ層で
あることを特徴とする有機ＥＬ素子を提供する。本発明によれば、上記特性変化パターン
の特性の差を利用して、容易に高精細な有機ＥＬ層が形成された有機ＥＬ素子とすること
ができる。
【００２４】
また、本発明は上記機能性素子の製造方法により製造された機能性部が、金属配線である
ことを特徴とする導電性パターン形成体を提供する。本発明によれば、上記特性変化パタ
ーンの特性の差を利用して、容易に高精細な金属配線が形成された導電性パターン形成体
とすることができる。
【００２５】
さらに、本発明は上記能性素子の製造方法により製造された機能性部が、有機半導体層で
あることを特徴とする有機半導体素子を提供する。本発明によれば、上記特性変化パター
ンの特性の差を利用して、容易に高精細な機能性部が形成された有機半導体とすることが
できる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明は、カラーフィルタやプリント基板をはじめとして各種の用途に使用可能な、高精
細なパターンを有するパターン形成体の製造方法、およびそのパターンを利用して機能性
部を形成する機能性素子の製造方法に関するものである。以下、それぞれについて詳しく
説明する。
【００２７】
Ａ．パターン形成体の製造方法
まず、本発明のパターン形成体の製造方法について説明する。本発明のパターン形成体の
製造方法には、２つの実施態様がある。まず、第１実施態様としては、基材と、上記基材
上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層とを有するパターン形成体用基
板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する特性変化層を、乾式法
により形成する特性変化層形成工程と、上記特性変化層上に、エネルギーを照射すること
により、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンを形成する特性変化パターン
形成工程とを有することを特徴とするものである。第２実施態様としては、基材上に、エ
ネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する特性変化層を、乾式法により形成
する特性変化層形成工程と、上記特性変化層と、光触媒を含有する光触媒処理層および基
体を有する光触媒処理層側基板とを、上記特性変化層および上記光触媒処理層が２００μ
ｍ以下となるように間隙をおいて配置した後、エネルギーを照射し、上記特性変化層の特
性が変化した特性変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程とを有することを特
徴とするものである。
【００２８】
本発明によれば、上記どちらの実施態様においても、上記特性変化層を有することから、
特性変化パターン形成工程において、エネルギー照射を行うことにより、特性変化層の特
性を変化させることができ、表面に特性の異なる特性変化パターンを有するパターン形成
体を製造することができる。また、本発明においては、その特性変化層を乾式法で形成す
ることから、特性変化層を均一かつ膜厚の薄い層とすることができる。これにより、特性
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変化パターン形成工程においてより均一に特性を変化させることができ、また、特性変化
層が分解除去層である場合等には、短時間で効率的にエネルギーが照射された領域の分解
除去層を完全に分解除去することができるのである。
【００２９】
以下、上記の各実施態様についてわけて説明する。
【００３０】
１．第１実施態様
まず、本発明の第１実施態様について説明する。本発明の第１実施態様におけるパターン
形成体の製造方法は、基材と、上記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触
媒含有層とを有するパターン形成体用基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ
り特性が変化する特性変化層を、乾式法により形成する特性変化層形成工程と、上記特性
変化層上に、エネルギーを照射することにより、上記特性変化層の特性が変化した特性変
化パターンを形成する特性変化パターン形成工程とを有することを特徴とするものである
。
【００３１】
本実施態様のパターン形成体の製造方法は、例えば図１に示すように、基材１と、その基
材１上に形成された光触媒含有層２とを有するパターン形成体用基板３を準備し（図１（
ａ））、そのパターン形成体用基板３における光触媒含有層２上に乾式法により特性変化
層４を形成する特性変化層形成工程を行う（図１（ｂ））。次に、その特性変化層４上に
、例えばフォトマスク５を用いて、エネルギー６を照射することにより（図１（ｃ））、
特性変化層４の特性が変化した特性変化パターン７を形成する特性変化パターン形成工程
（図１（ｄ））を行う方法である。
【００３２】
本実施態様によれば、特性変化層形成工程により、上記特性変化層を形成することから、
特性変化パターン形成工程におけるエネルギー照射により、表面の特性が変化した特性変
化パターンを有するパターン形成体を製造することができるのである。また、本実施態様
によれば、上記特性変化層が乾式法により形成されることから、特性変化層を均一な膜厚
の薄い層とすることが可能となる。これにより、特性変化パターン形成工程において均一
に特性を変化させることができ、また、特性変化層が分解除去層である場合等には、短時
間で効率的にエネルギーが照射された領域の分解除去層を完全に分解除去することができ
るのである。
【００３３】
以下、本実施態様の各工程について説明する。
【００３４】
（１）特性変化層形成工程
まず、本実施態様の特性変化層形成工程について説明する。本実施態様の特性変化層形成
工程は、基材と、上記基材上に形成された少なくとも光触媒を含有する光触媒含有層とを
有するパターン形成体用基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化
する特性変化層を、乾式法により形成する工程である。以下、本工程の各構成について説
明する。
【００３５】
（特性変化層）
まず、本工程より形成される特性変化層について説明する。本工程において形成される特
性変化層は、後述するパターン形成体用基板上に、乾式法により形成される層であり、エ
ネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化する層である。本実施態様により形成
される特性変化層は、上記の特性を有する層であれば、その特性変化の種類等は特に限定
されるものではない。
【００３６】
ここで、乾式法による成膜とは、金属、金属酸化物、金属化合物、有機物などをガス化し
て基材表面に成膜する方法をいう。
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【００３７】
本実施態様においては、パターン形成体の用途等の点から、特性変化層が、エネルギー照
射に伴う光触媒の作用により、液体との接触角が低下する濡れ性変化層である場合、また
は特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、分解除去される分解除去層
である場合であることが好ましい。以下、本工程に用いられる濡れ性変化層および分解除
去層について説明する。
【００３８】
ａ．濡れ性変化層
まず、本実施態様により形成される濡れ性変化層とは、エネルギー照射に伴う光触媒の作
用により、液体との接触角が低下する層である。これにより、後述する特性変化パターン
形成工程において、隣接する光触媒含有層中の光触媒の作用により、エネルギー照射され
た領域を親液性領域、エネルギー照射されていない領域を撥液性領域とすることができ、
表面の濡れ性の異なる特性変化パターンを有するパターン形成体とすることができる。
【００３９】
ここで、親液性領域とは、液体との接触角が小さい領域であり、例えば機能性部を形成す
る機能性部形成用組成物等に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、撥液性
領域とは、液体との接触角が大きい領域であり、機能性部形成用組成物等に対する濡れ性
が悪い領域をいうこととする。
【００４０】
なお、本実施態様においては、隣接する領域の液体との接触角より、液体との接触角が１
°以上低い場合には親液性領域、隣接する領域の液体との接触角より、液体との接触角が
１°以上高い場合には撥液性領域とすることとする。
【００４１】
ここで、エネルギー照射により形成される親液性領域と、エネルギー未照射の撥液性領域
との、機能性部を形成する機能性部形成用組成物に対する接触角が、少なくとも１°以上
、好ましくは５°以上、特に１０°以上異なることが好ましい。
【００４２】
また、本実施態様に用いられる濡れ性変化層は、エネルギー照射していない部分、すなわ
ち撥液性領域においては、表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が１０°以上、好まし
くは表面張力３０ｍＮ／ｍの液体との接触角が１０°以上、特に表面張力２０ｍＮ／ｍの
液体との接触角が１０°以上の濡れ性を示すことが好ましい。エネルギー照射していない
部分は、本発明においては撥液性が要求される部分であることから、液体との接触角が小
さい場合は、撥液性が十分でなく、例えばパターン形成体上に機能性部を形成する際に、
上記機能性部形成用組成物が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。
【００４３】
また、本実施態様に用いられる濡れ性変化層は、エネルギー照射すると液体との接触角が
低下して、表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触角が９°以下、好ましくは表面張力５０
ｍＮ／ｍの液体との接触角が１０°以下、特に表面張力６０ｍＮ／ｍの液体との接触角が
１０°以下となるような層であることが好ましい。
エネルギー照射した部分、すなわち親液性領域における液体との接触角が高いと、例えば
パターン形成体上に機能性部を形成する際に、この部分での機能性部形成用組成物の広が
りが劣る可能性があり、機能性部の欠け等の問題が生じる可能性があるからである。
【００４４】
なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角測
定器（協和界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴
下して３０秒後）し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。
また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製の
ぬれ指数標準液を用いた。
【００４５】
ここで、本実施態様においては、上述したような濡れ性を有する濡れ性変化層は、乾式法
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により形成されるものである。本実施態様においては、乾式法であれば、特に限定される
ものではなく、乾式法として具体的には、熱ＣＶＤ法やプラズマＣＶＤ法等を含むＣＶＤ
法、または蒸着法やスパッタリング法、イオンプレーティング法等を含むＰＶＤ法等が挙
げられる。
【００４６】
本実施態様においては、上記方法の中でも、プラズマＣＶＤ法や、熱ＣＶＤ法を含むＣＶ
Ｄ法を用いることが好ましい。これにより、濡れ性変化層を均一かつ緻密な層とすること
が可能となるからである。
【００４７】
本実施態様においては、ＣＶＤ法の中でも、プラズマＣＶＤ法、または熱ＣＶＤ法である
ことが好ましい。
【００４８】
プラズマＣＶＤ法は、高分子基材に熱的ダメージが加わらない程度の低温（およそ－１０
～２００℃程度の範囲）で所望の材料を成膜でき、さらに原料ガスの種類・流量、成膜圧
力、投入電力によって、得られる膜の種類や物性を制御できるという利点があることから
、後述するパターン形成体用基板に熱的ダメージを与える可能性が少ない。これにより、
パターン形成体用基板として例えば熱的耐性の弱い高分子基材等を使用することが可能と
なり、種々の用途に使用できるパターン形成体とすることが可能となるからである。
【００４９】
本実施態様における具体的な濡れ性変化層のプラズマＣＶＤ法による成膜方法としては、
まず成膜時のパターン形成体用基板の温度が－２０～１００℃の範囲内、中でも－１０～
３０℃の範囲内であることが好ましい。次に原料ガスとして下記のいずれかの材料を用い
、プラズマＣＶＤ装置のプラズマ発生手段における単位面積当たりの投入電力を有機薄膜
が形成可能な大きさで設定し、成膜圧力をパーティクルの発生がない程度の高い圧力（５
０～３００ｍＴｏｒｒ）の範囲で設定する。また、マグネット等プラズマの閉じ込め空間
を形成しその反応性を高めることにより、その効果がより高く得られる。
【００５０】
また、本実施態様における濡れ性変化層の形成は、常圧プラズマ装置を用いてもよい。こ
れにより、常圧で行うことができることから、低コストで大面積の濡れ性変化層も形成す
ることが可能となる。
【００５１】
本実施態様のプラズマＣＶＤ法により形成される濡れ性変化層の原料ガスとしては、例え
ば有機鎖を有する珪素化合物等が挙げられる。これにより、形成された濡れ性変化層の、
エネルギーが未照射の領域を有機鎖により撥液性領域とすることができ、またエネルギー
が照射された領域は、光触媒の作用により、この有機鎖が分解された親液性領域とするこ
とができるからである。
【００５２】
これらの材料として、具体的には、具体的には、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ
）、１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン（ＴＭＤＳＯ）、テトラメチルシラン（
ＴＭＳ）、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリメチルシラン、メチルトリメトキシシ
ラン、ジメチルジメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラ
ン、メチルジメトキシシラン、メチルジエトキシシラン、ヘキサメチルジシラザンを好ま
しく用いることができる他、テトラメチルジシロキサン、ノルマルメチルトリメトキシシ
ラン等の従来公知のものを、一種または二種以上用いることができる。
【００５３】
また、本実施態様における濡れ性変化層が、熱ＣＶＤ法を用いて形成される場合、熱ＣＶ
Ｄ法においては、原料となる物質を気化し、基材上に均一になるように材料を送り込み、
酸化、還元、置換等の反応を行わせることから、例えば自己組織化単分子膜等を形成する
ことが可能である。
【００５４】
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ここで、自己組織化単分子膜とは、固体／液体もしくは固体／気体界面で、有機分子同士
が自発的に集合し、会合体を形成しながら自発的に単分子膜を形作っていく有機薄膜であ
る。例として、ある特定の材料でできた基板を、その基板材料と化学的親和性の高い有機
分子の溶液または蒸気にさらすと、有機分子は基板表面で化学反応し吸着する。その有機
分子が、化学的親和性の高い官能基と、基板との化学反応を全く起こさないアルキル基と
の２つのパートからなり、親和性の高い官能基がその末端にある場合、分子は反応性末端
が基板側を向き、アルキル基が外側を向いて吸着する。アルキル基同士が集合すると、全
体として安定になるため、化学吸着の過程で有機分子同士は自発的に集合する。分子の吸
着には、基板と末端官能基との間で化学反応が起こることが必要であることから、いった
ん基板表面が有機分子でおおわれ単分子膜ができあがると、それ以降は分子の吸着は起こ
らない。その結果、分子が密に集合し、配向性のそろった有機単分子膜ができるものであ
る。
【００５５】
濡れ性変化層が自己組織化単分子膜である場合には、後述する特性変化パターン形成工程
において、濡れ性変化層表面に存在する撥水性を有する基を、エネルギー照射に伴う光触
媒の作用により除去することにより、容易に表面を親水性とすることが可能であり、効率
的に特性変化パターンの形成を行うことが可能となるのである。
【００５６】
本実施態様における熱ＣＶＤ法の好ましい成膜条件としては、後述するパターン形成体用
基板の耐熱温度以下であれば、原料となる物質の気化温度以上であり、かつ分解温度以下
であれば特に限定されるものではないが、通常５０℃～２００℃の範囲内であることが好
ましい。
【００５７】
また、本実施態様においては、公知である減圧熱ＣＶＤ法を用いてもよい。この減圧熱Ｃ
ＶＤ処理時における真空度として、十分な材料の蒸気圧が得られるように設定することが
できる。この蒸気圧は材料の種類により適宜選択されるものであるが、通常０．０１Ｔｏ
ｒｒ～１０Ｔｏｒｒ、中でも５Ｔｏｒｒ以下とすることができる。またこの際、基板表面
との反応を促進するために、基板を加熱しながら減圧ＣＶＤ法を行い、濡れ性変化層を形
成することが好ましい。この場合の加熱温度は、基板および濡れ性変化層の材料によって
適宜選択されるものではあるが、通常４０℃～１００℃の範囲内、中でも８０℃以下とさ
れる。
【００５８】
また、本実施態様において濡れ性変化層が形成される場合において、好ましい原料として
は、フルオロアルキル基を分子内に有する材料を用いることができ、例えば、一般にフッ
素系シランカップリング剤として知られたものを１種、または２種以上の混合物、加水分
解物、もしくは共加水分解縮合物等を用いることができる。
【００５９】
このような材料として具体的には、
ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）４ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）６ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）５（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）７（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
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ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）４ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）６ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ　ＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ　ＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）５（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）７（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２；
ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３；
ＣＦ３（ＣＦ２）７ＳＯ２Ｎ（Ｃ２Ｈ５）Ｃ２Ｈ４ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

等が挙げられる。
【００６０】
また、一般式：
ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）

（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基また
はエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。ｎは０～
３までの整数である。）
で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物
であるオルガノポリシロキサンも用いることができる。なお、ここでＹで示される基の炭
素数は１～２０の範囲内であることが好ましく、また、Ｘで示されるアルコキシ基は、メ
トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。
【００６１】
具体的には、メチルトリクロルシラン、メチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシ
ラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリｔ－ブ
トキシシラン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキシ
シラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリｔ－
ブトキシシラン；ｎ－プロピルトリクロルシラン、ｎ－プロピルトリブロムシラン、ｎ－
プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリイソ
プロポキシシラン、ｎ－プロピルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－ヘキシルトリクロルシラ
ン、ｎ－へキシルトリブロムシラン、ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン、ｎ－ヘキシルト
リエトキシシラン、ｎ－へキシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－へキシルトリｔ－ブト
キシシラン；ｎ－デシルトリクロルシラン、ｎ－デシルトリブロムシラン、ｎ－デシルト
リメトキシシラン、ｎ－デシルトリエトキシシラン、ｎ－デシルトリイソプロポキシシラ
ン、ｎ－デシルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－オクタデシルトリクロルシラン、ｎ－オク
タデシルトリブロムシラン、ｎ－オクタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクタデシルト
リエトキシシラン、ｎ－オクタデシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－オクタデシルトリ
ｔ－ブトキシシラン；フェニルトリクロルシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニル
トリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン
、フェニルトリｔ－ブトキシシラン；テトラクロルシラン、テトラブロムシラン、テトラ
メトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエトキシ
シラン；ジメチルジクロルシラン、ジメチルジブロムシラン、ジメチルジメトキシシラン
、ジメチルジエトキシシラン；ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジブロムシラン、
ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン；フェニルメチルジクロルシ
ラン、フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチ
ルジエトキシシラン；トリクロルヒドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリメトキシ
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ヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロポキシヒドロシラン、トリｔ－
ブトキシヒドロシラン；ビニルトリクロルシラン、ビニルトリブロムシラン、ビニルトリ
メトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニル
トリｔ－ブトキシシラン；トリフルオロプロピルトリクロルシラン、トリフルオロプロピ
ルトリブロムシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピル
トリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプ
ロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ
－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルト
リイソプロポキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メタ
アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルメチルジ
エトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタアクリロ
キシプロピルトリエトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシ
ラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－アミノプロピルメチ
ルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピル
トリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
イソプロポキシシラン、γ－アミノプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メルカプトプ
ロピルメチルジメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γ－
メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、
γ－メルカプトプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリｔ－ブ
トキシシラン；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β
－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン；および、それらの部
分加水分解物；および、それらの混合物を使用することができる。
【００６２】
本態様においては、上記の中でもフルオロアルキルシランを含有する層であることが好ま
しい。濡れ性変化層がフルオロアルキルシランを含有する層である場合には、後述するパ
ターン形成体用基板上に、上述した自己組織化単分子膜を形成することが可能であり、ま
たエネルギー未照射部の表面に存在するフルオロアルキル基の作用により、撥液性を大き
なものとすることができることから、親液性領域と撥液性領域との濡れ性の差を大きくす
ることが可能であるからである。
【００６３】
本実施態様において形成される濡れ性変化層の膜厚としては、１ｎｍ～１０００ｎｍの範
囲内、特に５ｎｍ～１００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【００６４】
ｂ．分解除去層
次に、本工程により形成される分解除去層について説明する。本工程により形成される分
解除去層は、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により、分解除去される層であり、乾式
法により形成された層である。これにより後述する特性変化パターン形成工程において、
エネルギー照射を行うことにより、パターン形成体表面に凹凸を形成することが可能とな
り、この凹凸を利用して容易に機能性部を形成可能なパターン形成体とすることができる
のである。また、この分解除去層が、乾式法により形成された層であることにより、均一
かつ膜厚の薄い層とすることができることから、効率的にエネルギー照射された領域の分
解除去層を完全に分解除去することができるのである。
【００６５】
このように分解除去層は、エネルギー照射した部分が光触媒の作用により分解除去される
ことから、現像工程や洗浄工程を行うことなく分解除去層のある部分と無い部分からなる
パターン、すなわち凹凸を有するパターンを形成することができる。
【００６６】
なお、この分解除去層は、エネルギー照射による光触媒の作用により酸化分解され、気化
等されることから、現像・洗浄工程等の特別な後処理なしに除去されるものであるが、分
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解除去層の材質によっては、洗浄工程等を行ってもよい。
【００６７】
また、本実施態様に用いられる分解除去層は、凹凸を形成するのみならず、この分解除去
層が、後述するパターン形成体用基板における光触媒含有層表面と比較して、液体との接
触角が高いことが好ましい。これにより、分解除去層が分解除去され、光触媒含有層が露
出した領域を親液性領域、上記分解除去層が残存する領域を撥液性領域とすることが可能
となり、種々のパターンを形成することが容易となるからである。
【００６８】
ここで、上記エネルギー照射により光触媒含有層が露出した領域である親液性領域と、エ
ネルギー未照射の残存する分解除去層からなる領域である撥液性領域との特性が、機能性
部を形成する機能性部形成用組成物が有する表面張力と同等の表面張力の液体に対する接
触角において、少なくとも１°以上、好ましくは５°以上、特に１０°以上異なる親液性
領域および撥液性領域から形成されたパターンであることが好ましい。
【００６９】
また、本実施態様の分解除去層表面の液体との接触角は、表面張力４０ｍＮ／ｍの液体と
の接触角が１０°以上、好ましくは表面張力３０ｍＮ／ｍの液体との接触角が１０°以上
、特に表面張力２０ｍＮ／ｍの液体との接触角が１０°以上の値を示すことが好ましい。
【００７０】
また、本実施態様において、特性変化層が分解除去層である場合には、後述する光触媒含
有層が親液性であることが好ましく、具体的には、表面張力４０ｍＮ／ｍの液体との接触
角として９°以下であることが好ましく、さらに好ましくは、表面張力４０ｍＮ／ｍの液
体との接触角として５°以下、特に好ましくは１°以下であることである。
【００７１】
分解除去層および光触媒含有層の濡れ性が、上記範囲内であることにより、光触媒含有層
が露出した領域を親液性領域、分解除去層が残存する領域を撥液性領域とすることが可能
となり、高精細なパターンの形成が容易となるからである。
ここで、液体との接触角は、上述した方法により測定した値である。
【００７２】
この場合、後述する光触媒含有層は表面を親液性となるように、表面処理したものであっ
てもよい。材料の表面を親液性となるように表面処理した例としては、アルゴンや水など
を利用したプラズマ処理による親液性表面処理が挙げられ、光触媒含有層上に形成する親
液性の層としては、例えばテトラエトキシシランのゾルゲル法によるシリカ膜等を挙げる
ことができる。本実施態様においては、通常光触媒含有層が露出した部分が親液性領域と
される。
【００７３】
ここで、本実施態様において、上述したような分解除去層は、乾式法により形成されるも
のである。本実施態様の分解除去層の形成方法としては、上述した濡れ性変化層と同様に
形成することができ、分解除去層の場合においても、ＣＶＤ法であることが好ましい。
【００７４】
分解除去層の形成がプラズマＣＶＤ法により行なわれる場合には、原料ガスとして用いら
れる材料としては、炭化水素系材料や、フッ素含有有機材料等を挙げることができる。具
体的に炭化水素系材料としては、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ２Ｈ４、およびＣ３Ｈ８を挙げる
ことができる。また、フッ素含有有機材料としては、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３

Ｆ６，Ｃ３Ｆ８，Ｃ５Ｆ８、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＶＤＦ（ポリ
ビニリデンフルオロエチレン）、ＰＶＦ（ポリビニルフルオリド）、ＥＴＦＥ（エチレン
／テトラフルオロエチレン共重合体）等を挙げることができる。
【００７５】
分解除去層の形成が、熱ＣＶＤ法により行われる場合の原料としては、フッ素系や炭素系
の撥液性を有する樹脂等を挙げることができる。これらのフッ素系や炭素系の材料の樹脂
は、撥液性を有するものであれば、特に限定されるものではなく、これらの樹脂を溶媒に
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溶解させて、熱ＣＶＤ法により成膜することができる。
【００７６】
なお、プラズマＣＶＤ法および熱ＣＶＤ法の成膜条件、分解除去層の膜厚等については、
上述した濡れ性変化層で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００７７】
（パターン形成体用基板）
次に、本実施態様に用いられるパターン形成体用基板について説明する。本実施態様に用
いられるパターン形成体用基板は、基材と、その基材上に形成された光触媒含有層とを有
するものである。以下、基材および光触媒含有層について説明する。
【００７８】
ａ．光触媒含有層
まず、本実施態様に用いられる光触媒含有層について説明する。本実施態様に用いられる
光触媒含有層は、光触媒含有層中の光触媒が、隣接する特性変化層の特性を変化させるよ
うな構成であれば、特に限定されるものではなく、光触媒とバインダとから構成されてい
るものであってもよく、光触媒単体で製膜されたものであってもよい。また、その表面の
特性は特に親液性であっても撥液性であってもよいが、上述したように、特性変化層が分
解除去層である場合には、表面が親液性であることが好ましい。
【００７９】
光触媒含有層における、後述するような二酸化チタンに代表される光触媒の作用機構は、
必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成したキャリアが、近傍の化合物と
の直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物の化学構
造に変化を及ぼすものと考えられている。本実施態様においては、このキャリアが光触媒
含有層に隣接して配置される特性変化層中の化合物に作用を及ぼすものであると思われる
。
【００８０】
本実施態様で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば二酸化チタン（Ｔ
ｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、チタン酸ストロンチウム（Ｓｒ
ＴｉＯ３）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ３）、および酸化鉄
（Ｆｅ２Ｏ３）を挙げることができ、これらから選択して１種または２種以上を混合して
用いることができる。
【００８１】
本実施態様においては、特に二酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的
に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。
二酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本実施態様ではいずれも使用すること
ができるが、アナターゼ型の二酸化チタンが好ましい。アナターゼ型二酸化チタンは励起
波長が３８０ｎｍ以下にある。
【００８２】
このようなアナターゼ型二酸化チタンとしては、例えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタ
ニアゾル（石原産業（株）製ＳＴＳ－０２（平均粒径７ｎｍ）、石原産業（株）製ＳＴ－
Ｋ０１）、硝酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル（日産化学（株）製ＴＡ－１５（平均
粒径１２ｎｍ））等を挙げることができる。
【００８３】
光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径が５０ｎ
ｍ以下が好ましく、２０ｎｍ以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。
【００８４】
本実施態様における光触媒含有層は、上述したように光触媒単独で形成されたものであっ
てもよく、またバインダと混合して形成されたものであってもよい。
【００８５】
光触媒のみからなる光触媒含有層の場合は、特性変化層上の特性の変化に対する効率が向
上し、処理時間の短縮化等のコスト面で有利である。一方、光触媒とバインダとからなる
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光触媒含有層の場合は、光触媒含有層の形成が容易であるという利点を有する。
【００８６】
光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法としては、例えば、スパッタリング法、ＣＶ
Ｄ法、真空蒸着法等の真空製膜法を用いる方法を挙げることができる。真空製膜法により
光触媒含有層を形成することにより、均一な膜でかつ光触媒のみを含有する光触媒含有層
とすることが可能であり、これにより特性変化層上の特性を均一に変化させることが可能
であり、かつ光触媒のみからなることから、バインダを用いる場合と比較して効率的に特
性変化層上の特性を変化させることが可能となる。
【００８７】
また、光触媒のみからなる光触媒含有層の形成方法の他の例としては、例えば光触媒が二
酸化チタンの場合は、基材上に無定形チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニ
アに相変化させる方法等が挙げられる。ここで用いられる無定形チタニアとしては、例え
ば四塩化チタン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、脱水縮合、テトラエトキシ
チタン、テトライソプロポキシチタン、テトラ－ｎ－プロポキシチタン、テトラブトキシ
チタン、テトラメトキシチタン等の有機チタン化合物を酸存在下において加水分解、脱水
縮合によって得ることができる。次いで、４００℃～５００℃における焼成によってアナ
ターゼ型チタニアに変性し、６００℃～７００℃の焼成によってルチル型チタニアに変性
することができる。
【００８８】
また、バインダを用いる場合は、バインダの主骨格が上記の光触媒の光励起により分解さ
れないような高い結合エネルギーを有するものが好ましく、例えばオルガノポリシロキサ
ン等を挙げることができる。
【００８９】
このようにオルガノポリシロキサンをバインダとして用いた場合は、上記光触媒含有層は
、光触媒とバインダであるオルガノポリシロキサンとを必要に応じて他の添加剤とともに
溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を基材上に塗布することにより形成するこ
とができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の
有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディッブコート、ロールコ
ート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。バインダとして紫外線
硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより光触媒含
有層を形成することかできる。
【００９０】
また、バインダとして無定形シリカ前駆体を用いることができる。この無定形シリカ前駆
体は、一般式ＳｉＸ４で表され、Ｘはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基、またはアセチ
ル基等であるケイ素化合物、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量３
０００以下のポリシロキサンが好ましい。
【００９１】
具体的には、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラ－ｎ－プロポ
キシシラン、テトラブトキシシラン、テトラメトキシシラン等が挙げられる。また、この
場合には、無定形シリカの前駆体と光触媒の粒子とを非水性溶媒中に均一に分散させ、基
材上に空気中の水分により加水分解させてシラノールを形成させた後、常温で脱水縮重合
することにより光触媒含有層を形成できる。シラノールの脱水縮重合を１００℃以上で行
えば、シラノールの重合度が増し、膜表面の強度を向上できる。また、これらの結着剤は
、単独あるいは２種以上を混合して用いることができる。
【００９２】
バインダを用いた場合の光触媒含有層中の光触媒の含有量は、５～６０重量％、好ましく
は２０～４０重量％の範囲で設定することができる。また、光触媒含有層の厚みは、０．
０５～１０μｍの範囲内が好ましい。
【００９３】
また、光触媒含有層には上記の光触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有させることが
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できる。具体的には、日光ケミカルズ（株）製ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ、ＢＣ、ＢＯ、ＢＢの
各シリーズ等の炭化水素系、デュポン社製ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ、ＦＳＯ、旭硝子（株）製
サーフロンＳ－１４１、１４５、大日本インキ化学工業（株）製メガファックＦ－１４１
、１４４、ネオス（株）製フタージェントＦ－２００、Ｆ２５１、ダイキン工業（株）製
ユニダインＤＳ－４０１、４０２、スリーエム（株）製フロラードＦＣ－１７０、１７６
等のフッ素系あるいはシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙げることができ、また、カ
チオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもできる。
【００９４】
さらに、光触媒含有層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポ
リエステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジ
エンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカー
ボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロ
プレンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエス
テル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒ
ドリン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させるこ
とができる。
【００９５】
ｂ．基材
次に、本実施態様のパターン形成体用基板に用いられる基材について説明する。本実施態
様のパターン形成体用基板に用いられる基材は、上記光触媒含有層が形成可能なものであ
れば、その材料等は特に限定されるものではなく、パターン形成体の用途等に応じて、適
宜選択されるものである。
【００９６】
また本実施態様に用いられる基材は、可撓性を有するもの、例えば樹脂性フィルム等であ
ってもよいし、可撓性を有さないもの、例えばガラス基板等であってもよい。これは、後
述するエネルギー照射工程におけるエネルギー照射方法により適宜選択されるものである
。
【００９７】
このように、本実施態様における基材は特にその材料を限定されるものではないが、所定
の強度を有し、かつその表面が光触媒含有層との密着性が良好である材料が好適に用いら
れる。具体的には、ガラス、セラミック、金属、プラスチック等を挙げることができる。
【００９８】
なお、基材表面と光触媒含有層との密着性を向上させるために、基材上にアンカー層を形
成するようにしてもよい。このようなアンカー層としては、例えば、シラン系、チタン系
のカップリング剤等を挙げることができる。
【００９９】
また、本実施態様に用いられる基材は、必要とされる部材、例えばカラーフィルタにおけ
るブラックマトリックス等が形成されているものであってもよい。
【０１００】
ｃ．その他
また、本実施態様において、上記光触媒含有層上に、上記特性変化層の形成が困難である
場合や、上記光触媒含有層と上記特性変化層との密着性が悪い場合には、上記光触媒含有
層上に、密着性向上させる密着性向上層を設けてもよい。このような密着性向上層として
は、例えば、ポリイミド、水酸基を含有する酸化珪素膜（シリカ膜）等が挙げられる。こ
のような密着性向上層の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば熱ＣＶＤ法やプ
ラズマＣＶＤ法等による化学的気相成長法、真空蒸着法、スパッタリング法等による物理
的気相成長法、ゾル－ゲル法等の液相法により形成することができる。本実施態様におい
ては、中でも高純度で均質な膜が形成可能である等の理由から、ゾル－ゲル液相法である
ことが好ましい。このようなゾルゲル法に用いられる材料として、シリコンアルコキシド
が挙げられ、アルコキシドの種類としてはエトキシド、イソプロポキシド、ブトキシド等
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が挙げられる。具体的にはテトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリエ
トキシシラン等を用いることができる。
【０１０１】
また、有機材料と無機材料との密着性を向上させるために、シランカップリング剤を用い
ることも可能であり、具体的には、ビニルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピ
ルトリエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロ
キシプロピルエトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル）３－アミノプロピルトリエトキシ
シラン等が挙げられる。
【０１０２】
（２）特性変化パターン形成工程
次に、本実施態様における特性変化パターン形成工程について説明する。本実施態様にお
ける特性変化パターン形成工程は、上述した特性変化層上に、エネルギーを照射すること
により、上記特性変化層の特性が変化した特性変化パターンを形成する工程である。これ
により、上記特性変化層の表面の特性を変化させることができ、その表面の特性を利用す
ることにより、容易に機能性部が形成可能なパターン形成体とすることができる。なお、
本発明でいうエネルギー照射（露光）とは、光触媒含有層による光触媒の作用により、特
性変化層表面の特性を変化させることが可能ないかなるエネルギー線の照射をも含む概念
であり、可視光の照射に限定されるものではない。
【０１０３】
通常このようなエネルギー照射に用いる光の波長は、４００ｎｍ以下の範囲、好ましくは
３８０ｎｍ以下の範囲から設定される。これは、上述したように光触媒含有層に用いられ
る好ましい光触媒が二酸化チタンであり、この二酸化チタンにより光触媒作用を活性化さ
せるエネルギーとして、上述した波長の光が好ましいからである。
【０１０４】
このようなエネルギー照射に用いることができる光源としては、水銀ランプ、メタルハラ
イドランプ、キセノンランプ、エキシマランプ、その他種々の光源を挙げることができる
。
【０１０５】
上述したような光源を用い、フォトマスクを介したパターン照射により行う方法の他、エ
キシマ、ＹＡＧ等のレーザを用いてパターン状に描画照射する方法を用いることも可能で
ある。
【０１０６】
また、エネルギー照射に際してのエネルギーの照射量は、特性変化層表面が光触媒含有層
中の光触媒の作用により特性変化層表面の特性の変化が行われるのに必要な照射量とする
。
【０１０７】
この際、光触媒含有層を加熱しながらエネルギー照射することにより、感度を上昇させる
ことが可能となり、効率的な特性の変化を行うことができる点で好ましい。具体的には３
０℃～８０℃の範囲内で加熱することが好ましい。
【０１０８】
２．第２実施態様
次に、本発明のパターン形成体の製造方法における第２実施態様について説明する。本発
明のパターン形成体の製造方法における第２実施態様は、基材上に、エネルギー照射に伴
う光触媒の作用により特性が変化する特性変化層を、乾式法により形成する特性変化層形
成工程と、上記特性変化層と、光触媒を含有する光触媒処理層および基体を有する光触媒
処理層側基板とを、上記特性変化層および上記光触媒処理層が２００μｍ以下となるよう
に間隙をおいて配置した後、エネルギーを照射し、上記特性変化層の特性が変化した特性
変化パターンを形成する特性変化パターン形成工程とを有することを特徴とする方法であ
る。
【０１０９】
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本実施態様のパターン形成体の製造方法は、例えば図２に示すように、基材１上に、特性
変化層４を乾式法により形成する（特性変化層形成工程、図２（ａ））。次に、基体８と
、光触媒を含有する光触媒処理層９とを有するパターン形成体用基板１０を準備し、特性
変化層４と光触媒処理層９とが、所定の間隙となるように配置してエネルギーを照射する
（特性変化パターン形成工程、図（ｂ））。これにより、特性変化層４表面に、パターン
状に特性の変化した特性変化パターン７が形成されるのである。
【０１１０】
本実施態様によれば、上記特性変化層を有することにより、上記光触媒処理層側基板を用
いて、容易に特性変化層上に特性の異なる特性変化パターンを形成することが可能である
。また、その特性変化層を乾式法により形成することから、特性変化層を膜厚の薄い均一
な層とすることができる。これにより、特性変化パターン形成工程において、均一かつ効
率的に特性変化パターンを形成することが可能となるのである。
【０１１１】
以下、本実施態様の各構成について説明する。
【０１１２】
（１）特性変化層形成工程
まず、本実施態様における特性変化層形成工程について説明する。本実施態様における特
性変化層形成工程は、基材上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により特性が変化す
る特性変化層を、乾式法により形成する工程である。以下、本工程の各構成について説明
する。
【０１１３】
（特性変化層）
まず、本工程により形成される特性変化層について説明する。本工程において形成される
特性変化層は、後述する基材上に乾式法により形成される層であり、かつエネルギー照射
に伴う光触媒の作用に特性が変化する層である。本実施態様により形成される特性変化層
は、その特性変化の種類等は特に限定されるものではないが、本実施態様においては、パ
ターン形成体の用途等の点から、特性変化層が、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ
り、液体との接触角が低下する濡れ性変化層である場合、または特性変化層が、エネルギ
ー照射に伴う光触媒の作用により、分解除去される分解除去層であることが好ましい。
【０１１４】
ここで、本工程において形成される濡れ性変化層および分解除去層の特性や形成方法等に
ついては、上述した第１実施態様の特性変化層の欄で説明したものと同様であるので、こ
こでの説明は省略する。
【０１１５】
（基材）
次に、本実施態様に用いられる基材について説明する。本実施態様に用いられる基材とし
ては、上述した特性変化層が乾式法により形成されるものであれば、特に限定されるもの
ではなく、パターン形成体の用途等に応じて、適宜選択されるものである。本実施態様に
用いられる基材については、上述した第１実施対応におけるパターン形成体用基板の欄で
説明した基材と同様のものを用いることが可能であるので、ここでの説明は省略する。
【０１１６】
なお、上記特性変化層が分解除去層である場合には、表面を親液性となるように、表面処
理したものであってもよい。材料の表面を親液性となるように表面処理した例としては、
アルゴンや水などを利用したプラズマ処理による親液性表面処理が挙げられ、基材上に形
成する親液性の層としては、例えばテトラエトキシシランのゾルゲル法によるシリカ膜等
を挙げることができる。
【０１１７】
また、本実施態様において、基材上に、上記特性変化層の形成が困難である場合や、基材
と上記特性変化層との密着性が悪い場合には、基材上に、密着性向上させる密着性向上層
を設けてもよい。このような密着性向上層としては、上述した第１実施態様のパターン形
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成体用基板の項で説明したものと同様のものを用いることができる。
【０１１８】
また、本実施態様に用いられる基材は、必要とされる部材、例えばカラーフィルタにおけ
るブラックマトリックス等が形成されているものであってもよい。
【０１１９】
（２）特性変化パターン形成工程
次に、本実施態様における特性変化パターン形成工程について説明する。本実施態様にお
ける特性変化パターン形成工程は、上述した特性変化層と、光触媒を含有する光触媒処理
層および基体を有する光触媒処理層側基板とを、上記特性変化層および上記光触媒処理層
が２００μｍ以下となるように間隙をおいて配置した後、エネルギーを照射し、上記特性
変化層の特性が変化した特性変化パターンを形成する工程である。
【０１２０】
以下、本工程における各構成について説明する。
【０１２１】
（光触媒処理層側基板）
まず、本実施態様に用いられる光触媒処理層側基板について説明する。本実施態様に用い
られる光触媒処理層側基板は、少なくとも光触媒処理層と基体とを有するものであり、通
常は基体上に所定の方法で形成された薄膜状の光触媒処理層が形成されてなるものである
。また、この光触媒処理層側基板には、パターン状に形成された光触媒処理層側遮光部や
プライマー層が形成されたものも用いることができる。以下、この光触媒処理層側基板の
各構成について説明する。
【０１２２】
ａ．光触媒処理層
本実施態様に用いられる光触媒処理層は、少なくとも光触媒を含有するものであり、バイ
ンダを有していても、有していなくてもよく、上述した第１実施態様の光触媒含有層と同
様のものを用いることができる。
【０１２３】
ここで、本実施態様において用いられる光触媒処理層は、例えば図２に示すように、基体
８上に全面に形成されたものであってもよいが、例えば図３に示すように、基体８上に光
触媒処理層９がパターン状に形成されたものであってもよい。
【０１２４】
このように光触媒処理層をパターン状に形成することにより、エネルギーを照射する際に
、フォトマスク等を用いてパターン照射をする必要がなく、全面に照射することにより、
特性変化層上に特性の変化した特性変化パターンを形成することができるからである。
【０１２５】
この光触媒処理層のパターニング方法は、特に限定されるものではないが、例えばフォト
リソグラフィー法等により行うことが可能である。
【０１２６】
また、光触媒処理層と特性変化層とを例えば密着させてエネルギー照射を行う場合には、
実際に光触媒処理層の形成された部分のみの特性が変化するものであるので、エネルギー
の照射方向は上記光触媒処理層と特性変化層とが対向する部分にエネルギーが照射される
ものであれば、いかなる方向から照射されてもよく、さらには、照射されるエネルギーも
特に平行光等の平行なものに限定されないという利点を有するものとなる。
【０１２７】
ｂ．基体
本実施態様においては、図２に示すように、光触媒処理層側基板は、少なくとも基体８と
この基体８上に形成された光触媒処理層９とを有するものである。この際、用いられる基
体を構成する材料は、後述するエネルギーの照射方向や、得られるパターン形成体が透明
性を必要とするか等により適宜選択される。
【０１２８】
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また本実施態様に用いられる基体は、可撓性を有するもの、例えば樹脂製フィルム等であ
ってもよいし、可撓性を有さないもの、例えばガラス基板等であってもよい。これは、エ
ネルギー照射方法により適宜選択されるものである。
【０１２９】
なお、基体表面と光触媒処理層との密着性を向上させるために、基体上にアンカー層を形
成するようにしてもよい。このようなアンカー層としては、例えば、シラン系、チタン系
のカップリング剤等を挙げることができる。
【０１３０】
ｃ．光触媒処理層側遮光部
本実施態様に用いられる光触媒処理層側基板には、パターン状に形成された光触媒処理層
側遮光部が形成されたものを用いても良い。このように光触媒処理層側遮光部を有する光
触媒処理層側基板を用いることにより、エネルギー照射に際して、フォトマスクを用いた
り、レーザ光による描画照射を行う必要がない。したがって、光触媒処理層側基板とフォ
トマスクとの位置合わせが不要であることから、簡便な工程とすることが可能であり、ま
た描画照射に必要な高価な装置も不必要であることから、コスト的に有利となるという利
点を有する。
【０１３１】
このような光触媒処理層側遮光部を有する光触媒処理層側基板は、光触媒処理層側遮光部
の形成位置により、下記の二つの態様とすることができる。
【０１３２】
一つが、例えば図４に示すように、基体８上に光触媒処理層側遮光部１１を形成し、この
光触媒処理層側遮光部１１上に光触媒処理層９を形成して、光触媒処理層側基板とする態
様である。もう一つは、例えば図５に示すように、基体８上に光触媒処理層９を形成し、
その上に光触媒処理層側遮光部１１を形成して光触媒処理層側基板とする態様である。
【０１３３】
いずれの態様においても、フォトマスクを用いる場合と比較すると、光触媒処理層側遮光
部が、上記光触媒処理層と特性変化層との配置部分の近傍に配置されることになるので、
基体内等におけるエネルギーの散乱の影響を少なくすることができることから、エネルギ
ーのパターン照射を極めて正確に行うことが可能となる。
【０１３４】
さらに、上記光触媒処理層上に光触媒処理層側遮光部を形成する態様においては、光触媒
処理層と特性変化層とを所定の位置に配置する際に、この光触媒処理層側遮光部の膜厚を
この間隙の幅と一致させておくことにより、上記光触媒処理層側遮光部を上記間隙を一定
のものとするためのスペーサとしても用いることができるという利点を有する。
【０１３５】
すなわち、所定の間隙をおいて上記光触媒処理層と特性変化層とを対向させた状態で配置
する際に、上記光触媒処理層側遮光部と特性変化層とを密着させた状態で配置することに
より、上記所定の間隙を正確とすることが可能となり、そしてこの状態で光触媒処理層側
基板からエネルギーを照射することにより、特性変化層上に特性変化パターンを精度良く
形成することが可能となるのである。
【０１３６】
このような光触媒処理層側遮光部の形成方法は、特に限定されるものではなく、光触媒処
理層側遮光部の形成面の特性や、必要とするエネルギーに対する遮蔽性等に応じて適宜選
択されて用いられる。
【０１３７】
例えば、スパッタリング法、真空蒸着法等により厚み１０００～２０００Å程度のクロム
等の金属薄膜を形成し、この薄膜をパターニングすることにより形成されてもよい。この
パターニングの方法としては、スパッタ等の通常のパターニング方法を用いることができ
る。
【０１３８】
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また、樹脂バインダ中にカーボン微粒子、金属酸化物、無機顔料、有機顔料等の遮光性粒
子を含有させた層をパターン状に形成する方法であってもよい。用いられる樹脂バインダ
としては、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリアクリルアミド、ポリビ
ニルアルコール、ゼラチン、カゼイン、セルロース等の樹脂を１種または２種以上混合し
たものや、感光性樹脂、さらにはＯ／Ｗエマルジョン型の樹脂組成物、例えば、反応性シ
リコーンをエマルジョン化したもの等を用いることができる。このような樹脂製遮光部の
厚みとしては、０．５～１０μｍの範囲内で設定することができる。このよう樹脂製遮光
部のパターニングの方法は、フォトリソ法、印刷法等一般的に用いられている方法を用い
ることができる。
【０１３９】
なお、上記説明においては、光触媒処理層側遮光部の形成位置として、基体と光触媒処理
層との間、および光触媒処理層表面の二つの場合について説明したが、その他、基体の光
触媒処理層が形成されていない側の表面に光触媒処理層側遮光部を形成する態様も採るこ
とが可能である。この態様においては、例えばフォトマスクをこの表面に着脱可能な程度
に密着させる場合等が考えられ、特性変化パターンを小ロットで変更するような場合に好
適に用いることができる。
【０１４０】
ｄ．プライマー層
次に、本実施態様の光触媒処理層側基板に用いられるプライマー層について説明する。本
実施態様において、上述したように基体上に光触媒処理層側遮光部をパターン状に形成し
て、その上に光触媒処理層を形成して光触媒処理層側基板とする場合においては、上記光
触媒処理層側遮光部と光触媒処理層との間にプライマー層を形成してもよい。
【０１４１】
このプライマー層の作用・機能は必ずしも明確なものではないが、光触媒処理層側遮光部
と光触媒処理層との間にプライマー層を形成することにより、プライマー層は光触媒の作
用による特性変化層の特性変化を阻害する要因となる光触媒処理層側遮光部および光触媒
処理層側遮光部間に存在する開口部からの不純物、特に、光触媒処理層側遮光部をパター
ニングする際に生じる残渣や、金属、金属イオン等の不純物の拡散を防止する機能を示す
ものと考えられる。したがって、プライマー層を形成することにより、高感度で特性変化
の処理が進行し、その結果、高解像度のパターンを得ることが可能となるのである。
【０１４２】
なお、本実施態様においてプライマー層は、光触媒処理層側遮光部のみならず光触媒処理
層側遮光部間に形成された開口部に存在する不純物が光触媒の作用に影響することを防止
するものであるので、プライマー層は開口部を含めた光触媒処理層側遮光部全面にわたっ
て形成されていることが好ましい。
【０１４３】
本実施態様におけるプライマー層は、光触媒処理層側基板の光触媒処理層側遮光部と光触
媒処理層とが接触しないようにプライマー層が形成された構造であれば特に限定されるも
のではない。
【０１４４】
このプライマー層を構成する材料としては、特に限定されるものではないが、光触媒の作
用により分解されにくい無機材料が好ましい。具体的には無定形シリカを挙げることがで
きる。このような無定形シリカを用いる場合には、この無定形シリカの前駆体は、一般式
ＳｉＸ４で示され、Ｘはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基、またはアセチル基等である
ケイ素化合物であり、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量３０００
以下のポリシロキサンが好ましい。
【０１４５】
また、プライマー層の膜厚は、０．００１μｍから１μｍの範囲内であることが好ましく
、特に０．００１μｍから０．１μｍの範囲内であることが好ましい。
【０１４６】
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（エネルギー照射）
次に、本工程におけるエネルギー照射について説明する。本実施態様においては、上記特
性変化層と、上記光触媒処理層側基板における光触媒処理層とを、所定の間隙をおいて配
置し、所定の方向からエネルギーを照射することにより、特性変化層の特性が変化したパ
ターンを形成することができる。
【０１４７】
上記の配置とは、実質的に光触媒の作用が特性変化層表面に及ぶような状態で配置された
状態をいうこととし、実際に物理的に接触している状態の他、所定の間隔を隔てて上記光
触媒処理層と特性変化層とが配置された状態とする。この間隙は、２００μｍ以下である
ことが好ましい。
【０１４８】
本実施態様において上記間隙は、パターン精度が極めて良好であり、光触媒の感度も高く
、したがって特性変化層の特性変化の効率が良好である点を考慮すると特に０．２μｍ～
１０μｍの範囲内、好ましくは１μｍ～５μｍの範囲内とすることが好ましい。このよう
な間隙の範囲は、特に間隙を高い精度で制御することが可能である小面積の特性変化層に
対して特に有効である。
【０１４９】
一方、例えば３００ｍｍ×３００ｍｍといった大面積の特性変化層に対して処理を行う場
合は、接触することなく、かつ上述したような微細な間隙を光触媒処理層側基板と特性変
化層との間に形成することは極めて困難である。したがって、特性変化層が比較的大面積
である場合は、上記間隙は、１０～１００μｍの範囲内、特に５０～７５μｍの範囲内と
することが好ましい。間隙をこのような範囲内とすることにより、パターンがぼやける等
のパターン精度の低下の問題や、光触媒の感度が悪化して特性変化の効率が悪化する等の
問題が生じることなく、さらに特性変化層上の特性変化にムラが発生しないといった効果
を有するからである。
【０１５０】
このように比較的大面積の特性変化層をエネルギー照射する際には、エネルギー照射装置
内の光触媒処理層側基板と特性変化層との位置決め装置における間隙の設定を、１０μｍ
～２００μｍの範囲内、特に２５μｍ～７５μｍの範囲内に設定することが好ましい。設
定値をこのような範囲内とすることにより、パターン精度の大幅な低下や光触媒の感度の
大幅な悪化を招くことなく、かつ光触媒処理層側基板と特性変化層とが接触することなく
配置することが可能となるからである。
【０１５１】
このように光触媒処理層と特性変化層表面とを所定の間隔で離して配置することにより、
酸素と水および光触媒作用により生じた活性酸素種が脱着しやすくなる。すなわち、上記
範囲より光触媒処理層と特性変化層との間隔を狭くした場合は、上記活性酸素種の脱着が
しにくくなり、結果的に特性変化速度を遅くしてしまう可能性があることから好ましくな
い。また、上記範囲より間隔を離して配置した場合は、生じた活性酸素種が特性変化層に
届き難くなり、この場合も特性変化の速度を遅くしてしまう可能性があることから好まし
くない。
【０１５２】
本実施態様においては、このような配置状態は、少なくともエネルギー照射の間だけ維持
されればよい。
【０１５３】
このような極めて狭い間隙を均一に形成して光触媒処理層と特性変化層とを配置する方法
としては、例えばスペーサを用いる方法を挙げることができる。そして、このようにスペ
ーサを用いることにより、均一な間隙を形成することができると共に、このスペーサが接
触する部分は、光触媒の作用が特性変化層表面に及ばないことから、このスペーサを上述
した特性変化パターンと同様のパターンを有するものとすることにより、特性変化層上に
所定の特性変化パターンを形成することが可能となる。
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【０１５４】
本実施態様においては、このような配置状態は、少なくともエネルギー照射の間だけ維持
されればよい。
【０１５５】
ここで、照射されるエネルギーの種類や、照射方法等については、上述した第１実施態様
における特性変化パターン形成工程の欄で説明したものと同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【０１５６】
Ｂ．機能性素子の製造方法
次に、本発明における機能性素子の製造方法について説明する。本発明の機能性素子の製
造方法は、上述したパターン形成体の製造方法により製造されたパターン形成体の特性変
化パターン上に機能性部を形成する機能性部形成工程を有することを特徴とするものであ
る。
【０１５７】
本発明によれば、上記パターン形成体上に形成された特性変化パターンの特性の差を利用
して、機能性部を形成することから、容易に高精細な機能性部を形成することが可能とな
るのである。また、上記パターン形成体においては、特性変化層の膜厚を、均一かつ膜厚
の薄いものとすることが可能であることから、機能性素子を均一に形成することができる
。また、上記特性変化層の膜厚が薄いことから、例えば機能性素子が有機ＥＬ素子である
場合等には、正孔等を通過させることが可能となり、基材と機能性部との導通をはかるこ
とができるのである。
【０１５８】
ここで機能性とは、光学的（光選択吸収、反射性、偏光性、光選択透過性、非線形光学性
、蛍光あるいはリン光等のルミネッセンス、フォトクロミック性等）、磁気的（硬磁性、
軟磁性、非磁性、透磁性等）、電気・電子的（導電性、絶縁性、圧電性、焦電性、誘電性
等）、化学的（吸着性、脱着性、触媒性、吸水性、イオン伝導性、酸化還元性、電気化学
特性、エレクトロクロミック性等）、機械的（耐摩耗性等）、熱的（伝熱性、断熱性、赤
外線放射性等）、生体機能的（生体適合性、抗血栓性等）のような各種の機能を意味する
ものである。
【０１５９】
本発明において用いられる機能性部を形成する機能性部形成用組成物としては、上述した
ように機能性素子の機能、機能性素子の形成方法等によって大きく異なるものであるが、
例えば、紫外線硬化型モノマー等に代表される溶剤で希釈されていない組成物や、溶剤で
希釈した液体状の組成物等を用いることができる。また、機能性部形成用組成物としては
粘度が低いほど短時間にパターンが形成できることから特に好ましい。ただし、溶剤で希
釈した液体状組成物の場合には、パターン形成時に溶剤の揮発による粘度の上昇、表面張
力の変化が起こるため、溶剤が低揮発性であることが望ましい。
【０１６０】
本発明に用いられる機能性部形成用組成物としては、上記親液性領域に付着等させて配置
されることにより機能性部となるものであってもよく、また親液性領域上に配置された後
、薬剤により処理され、もしくは紫外線、熱等により処理された後に機能性部となるもの
であってもよい。この場合、機能性部形成用組成物の結着剤として、紫外線、熱、電子線
等で効果する成分を含有している場合には、硬化処理を行うことにより素早く機能性部が
形成できることから好ましい。
【０１６１】
本発明においては、上記機能性部を形成する機能性部形成工程を行う方法としては、ディ
ップコート、ロールコート、ブレードコート、スピンコート等の塗布手段、インクジェッ
ト、電界ジェット、ディスペンサーを用いる方法等を含むノズル吐出手段等の手段を用い
ることが好ましい。これらの方法を用いることにより、機能性部を均一かつ高精細に形成
することが、可能となるからである。
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【０１６２】
本発明により形成される機能性素子としては、例えば、図６に示すように、特性変化層４
が濡れ性変化層である場合には、その濡れ性変化層の濡れ性が変化した領域７上に、濡れ
性を利用して機能性部１２が形成されるものであってもよい。また、例えば図７に示すよ
うに、特性変化層４が分解除去層である場合には、その分解除去層４が形成された領域に
機能性部１２が形成されるものであってもよい。また、例えば図８に示すように、基材１
上に遮光部１３が設けられており、その基材１および遮光部１３を覆うように形成された
濡れ性変化層４の濡れ性変化層が変化したパターン７上に、機能性部１２が形成されるも
のであってもよい。また、さらに例えば図９に示すように、基材１上に遮光部１３が設け
られており、その基材１および遮光部１３を覆うように形成された分解除去層４が分解除
去されたパターン７上に、機能性部１２が形成されるもの等であってもよい。
【０１６３】
本発明により機能性部が形成される機能性素子の例としては、機能性部が画素部であるカ
ラーフィルタ、機能性部が有機ＥＬ層である有機ＥＬ素子、機能性部が金属配線である導
電性パターン形成体等が挙げられる。
【０１６４】
Ｃ．カラーフィルタ
次に、本発明のカラーフィルタについて説明する。本発明のカラーフィルタは、上述した
機能性素子の製造方法により製造された機能性素子の機能性部が画素部であることを特徴
とするものである。本発明によれば、画素部が上述した特性変化パターンにおける特性の
差を利用して形成されることから、例えば表面の濡れ性の差や凹凸等を利用して、容易に
インクジェット法等を用いて、高精細に形成することが可能となるのである。また、上述
した濡れ性変化層が、蒸着法により、均一に形成されていることから、高精細な画素部を
形成することができ、高品質なカラーフィルタとすることができるのである。
【０１６５】
ここで、本発明のカラーフィルタの画素部を形成する材料としては、特に限定されるもの
ではなく、通常、カラーフィルタの製造に用いられているものを用いることができる。ま
た画素部の形状は、ストライプ型、モザイク型、トライアングル型、４画素配置型等の公
知のいずれの配列とすることも可能である。
【０１６６】
また、上述した基材上に遮光部が形成されている場合には、ブラックマトリックスとして
用いることが可能となる。したがって、上述した本発明のパターン形成体上に機能性部と
しての画素部（着色層）を形成すれば、別途ブラックマトリックスを形成すること無しに
、カラーフィルタを得ることが可能である。
【０１６７】
Ｄ．有機ＥＬ素子
次に、本発明の有機ＥＬ素子について説明する。本発明の有機ＥＬ素子は、上述した機能
性素子の製造方法における機能性部が有機ＥＬ層であることを特徴とするものである。本
発明によれば、上記機能性部が有機ＥＬ層であることにより、上述した特性変化パターン
を利用して、容易に有機ＥＬ層の塗り分け等を行うことが容易であり、高精細な有機ＥＬ
素子を製造することが可能となる。また、本発明においては、上記特性変化層が蒸着法に
より形成された均一かつ膜厚の薄い膜とすることができ、例えば表面に第１電極層が形成
された基材上に、特性変化層を形成した場合であっても、特性変化層が薄いことから、正
孔等を通過させることができ、これにより特性変化層上の特性変化パターンを利用して形
成された有機ＥＬ層と、第１電極層との間で導通をはかることが可能となるのである。本
発明の有機ＥＬ素子は、この有機ＥＬ層上に第２電極層を形成すること等により得ること
ができる。
【０１６８】
ここで、本発明の有機ＥＬ素子に用いられる有機ＥＬ層や、第１電極層、第２電極層等は
、通常有機ＥＬ素子に用いられる材料を用いることが可能である。
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【０１６９】
Ｅ．導電性パターン形成体
次に、本発明の導電性パターン形成体について説明する。本発明の導電性パターン形成体
は、上述した機能性素子の製造方法において、機能性部が金属配線であることを特徴とす
るものである。本発明によれば、金属配線を、上述した特性変化パターンの例えば表面の
濡れ性の差や凹凸沿って、例えば電界ジェット法等を用いて金属ペースト等を塗布するこ
とにより、高精細な金属配線が形成された導電性パターン形成体とすることができる。
【０１７０】
また、本発明においては、上記特性変化層が蒸着法により形成された均一な膜とすること
ができることから、導電性パターンを高精細に形成することができるのである。
【０１７１】
ここで本発明の場合、上記特性変化層上に導電性パターンが形成されていることから、特
性変化層の電気抵抗が、１×１０８Ω・ｃｍ～１×１０１８Ω・ｃｍ、中でも１×１０１

２Ω・ｃｍ～１×１０１８Ω・ｃｍの範囲内であるパターン形成体用塗布液を用いること
が好ましい。これにより、優れた導電性パターン形成体とすることが可能となるからであ
る。
【０１７２】
Ｆ．有機半導体素子
次に、本発明の有機半導体素子について説明する。本発明の有機半導体素子は、上述した
機能性素子の製造方法における機能性部が有機半導体層であることを特徴とするものであ
る。本発明によれば、上記機能性部を、上述した特性変化パターンを利用して、容易に高
精細に形成することが可能である。
【０１７３】
本発明の有機半導体素子は、上述した特性変化パターンの、例えば表面の濡れ性の差や凹
凸に沿って、インクジェット法等により可溶性の高分子系有機半導体材料を塗布すること
により、高精細な有機半導体素子とすることができるのである。
【０１７４】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、
本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作
用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【０１７５】
【実施例】
以下、本発明について、実施例を通じてさらに詳述する。
【０１７６】
＜実施例１＞
（熱ＣＶＤ法による濡れ性変化層の作製方法）
フルオロアルキルシラン（GE東芝シリコーン（株）製、品名；TSL8233）1.42gと、イソプ
イソプロピルアルコール30gとからなる溶液を容器に入れ、240℃に加熱したオーブンに投
入し、フルオロアルキルシランを気化させることにより、オーブン内をフルオロアルキル
シラン雰囲気にした。前記フルオロアルキルシラン雰囲気のオーブン内にガラス基板を投
入し、ガラス基板表面にフルオロアルキルシランを蒸着させた。このようにして作製した
濡れ性変化性基板は透明で、水との接触角は100°であり、表面張力が40ｍＮ／ｍの液体
との接触角は79°であった。
【０１７７】
（光触媒含有層側基板の作製方法）
アルコキシシラン含有酸化チタンゾル無機コーティング剤（石原産業製　ST-K03）をパタ
ーンピッチが７６μｍ×２５９μｍで、且つ、上記ブラックマトリックスの線幅（２３μ
ｍ）よりも狭い幅（１０μｍ）の遮光パターンを有するフォトマスクにスピンコーティン
グ法によりコートし、10分間150℃で加熱後、厚さ0.1μｍの光触媒処理層側基板を調整し
た。
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【０１７８】
（露光による特性変化パターンの形成）
上記の光触媒処理層側基板を介して、上記濡れ性変化層に超高圧水銀ランプにより、30ｍ
W／cm2（356nm）の照度で3分間紫外線照射を行い、上記濡れ性変化層上に親液性領域を形
成した。この際、エネルギー未照射部である撥液性領域における濡れ標準試薬（40ｍN／m
）に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学社製　CA-Z製）で測定した結果、78°で
あり、エネルギー照射部である親液性領域における接触角は9°であった。
【０１７９】
（カラーフィルタ）
次に、インクジェットヘッドに下記に示す組成よりなる各色の画素部用着色インクを充填
した。
【０１８０】
[青色画素部用着色インクの組成]
・顔料（Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：６）：５重量部
・高分子分散剤（ＡＶＥＣＩＡ社製、ソルスパース２４０００）：２重量部
・バインダー（ベンジルメタクリレート－メタクリル酸共重合体）：３重量部
・モノマー１（ジペンタエリスリトールペンタアクリレート）：２重量部
・モノマー２（トリプロピレングリコールジアクリレート）：５重量部
・開始剤（２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モンフォリノプロパ
ン）－１－オン：２重量部
・溶剤（ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、２９．９ｄｙｎ／ｃｍ）
：８１重量部
[赤色画素部用着色インクの組成]
・顔料（ＣＣ．Ｉ．ピグメントレッド２５４）：５重量部
・高分子分散剤（ＡＶＥＣＩＡ社製、ソルスパース２４０００）：２重量部
・バインダー（ベンジルメタクリレート－メタクリル酸共重合体）：３重量部
・モノマー１（ジペンタエリスリトールペンタアクリレート）：２重量部
・モノマー２（トリプロピレングリコールジアクリレート）：５重量部
・開始剤（２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モンフォリノプロパ
ン）－１－オン：２重量部
・溶剤（ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、２９．９ｄｙｎ／ｃｍ）
：８１重量部
[緑色画素部用着色インクの組成]
・顔料（Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６）：５重量部
・高分子分散剤（ＡＶＥＣＩＡ社製、ソルスパース２４０００）：２重量部
・バインダー（ベンジルメタクリレート－メタクリル酸共重合体）：３重量部
・モノマー１（ジペンタエリスリトールペンタアクリレート）：２重量部
・モノマー２（トリプロピレングリコールジアクリレート）：５重量部
・開始剤（２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モンフォリノプロパ
ン）－１－オン：２重量部
・溶剤（ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、２９．９ｄｙｎ／ｃｍ）
：８１重量部
次に、当該ヘッドから青色画素部用着色インクを、基板上に点在する青色用の各画素部形
成領域の中心部にドロップ径３０μｍで滴下した。インクは親液性の画素部形成領域にの
み濡れ広がった。
【０１８１】
続いて上述したパターン露光により基板上に赤色画素部形成領域を形成し、赤色画素部用
着色インクをヘッドから基板上に点在する赤色用の各画素部形成領域の中心部に、ドロッ
プ径３０μｍで滴下した。さらに、基板上に緑色画素部形成領域を形成し、緑色画素部用
着色インクを、ヘッドから緑色用の各画素部形成領域の中心部に、ドロップ径３０μｍで
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滴下した。その後、各色の着色インク層を８０℃、３分間乾燥させて、水銀灯（波長３６
５ｎｍ）により７０ｍＷ／ｃｍ2の照度で３０秒間、光線を照射して、さらに、２３０℃
で３０分間熱処理を行ってカラーフィルタを形成した。
【０１８２】
＜実施例２＞
（プラズマＣＶＤ法による濡れ性変化層の作製方法）
反応室内を５×１０-4Ｐａ以下の圧力に排気した後、放電ガスとしてＡｒをＴａ製パイプ
から約３０ｓｃｃｍ導入した。この時反応室内の圧力は約０．１Ｐａであった。この状態
にしてプラズマビ－ム発生陰極を加熱した後約５０Ａの放電電流（陰極電流）の定常的な
プラズマを発生させた。この電流の約９０％は陽極から流れ、残りは電子加速用電極から
流れた。この際、電子加速用電極の陰極に対する電圧は約４０Ｖであった。この状態で反
応ガス供給ノズルから酸素ガスを３００ｓｃｃｍ導入した。次に、ペンタデカフルオロ-
１、１、２、２－テトラヒドロデシル－１－トリエトキシシラン（Ｃ2Ｈ5Ｏ）3Ｓｉ（Ｃ8

Ｆ17Ｃ2Ｈ4）を恒温容器に入れて６０℃の温度に保持し、そこにキャリアガスＡｒを一定
流量２００ｓｃｃｍ流し込んでバブリングを行い、原料の蒸気を含んだ供給ガスを生成し
、高温に保温された配管を通して原料ガス供給ノズルより反応室に導入した。
【０１８３】
あらかじめＩＴＯ基板を約３００℃になるように加熱しておき、前述のプラズマの発生し
た状態にしてから、これらの基板を反応室に移動し保持した。一定時間原料ガスを流した
後、放電を停止し基板を反応室より取り出した。このようにして作製した濡れ性変化層は
透明で、純水との接触角は110°であり、表面張力が40ｍN／ｍの液体との接触角は83°で
あった。
【０１８４】
（光触媒含有層側基板の作製方法）
アルコキシシラン含有酸化チタンゾル無機コーティング剤（石原産業製　ST-K03）を厚さ
50μｍのラインアンドスペースで厚さ0.4μｍのクロム製ブラックマトリックスが形成さ
れた石英ガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、10分間150℃で加熱後、
厚さ0.1μｍの光触媒含有層側基板を調整した。
【０１８５】
（露光による特性変化パターンの形成）
上記工程により得られた濡れ性変化層に上記光触媒含有層側基板を介して、有機ＥＬ素子
における絶縁層と絶縁層との間となるようにパターン状に光照射し、濡れ性を変化させた
。光照射は、水銀灯（３６５ｎｍ）により、７０ｍＷ／ｃｍ２の照度で５０秒間パターン
照射することにより行った。
【０１８６】
（有機EL素子の作製）
下記の組成の発光材料を含む発光材料を含むＥＬ層（発光層）形成用塗布液を調製した。
【０１８７】
[ＥＬ層形成用塗布液の組成]
・ポリビニルカルバゾール：７重量部
・発光色素（Ｒ，ＧまたはＢ ）：０．１重量部
・オキサジアゾール化合物：３重量部
・トルエン：５０５０重量部
上記のＲ，Ｇ，Ｂの各色のＥＬ層（発光層）形成用塗布液をインクジェット塗布装置を使
用して、パターン状に光照射した濡れ性変化層上に、交互に配列するように塗り分けた後
、８０℃で３０分間乾燥させて、それぞれ膜厚１０００Åの３色の発光層を光照射部のみ
交互形成した。
【０１８８】
次に、第２電極としてＬｉＦを５ｎｍ、Ａｌを２０００Åの膜厚で３００μｍのライン幅
、ピッチ１００μｍでマスク蒸着によりＩＴＯラインと直交する方向に形成し、フルカラ
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ーのディスプレイを作製した。
【０１８９】
このようにして作製した有機EL素子は、特性変化層が薄いことから、正孔を通過させるこ
とができ、これにより特性変化層上の特性変化パターンを利用して形成された有機EL層と
、第1電極（ITO）との間で導通をはかることができた。
【０１９０】
＜実施例３＞
（熱CVD法による濡れ性変化層の作製方法）
オクタデシルトリエトキシシラン（信越化学製）1.0g、エタノール18.5gからなる溶液を
容器に入れ、165℃に加熱したオーブンに投入し、オクタデシルトリエトキシシランを気
化させることにより、オーブン内をオクタデシルトリエトキシシラン雰囲気にした。前記
オクタデシルトリエトキシシラン雰囲気のオーブン内にガラス基板を投入し、ガラス基板
表面にオクタデシルトリエトキシシランを蒸着させた。このようにして作製した濡れ性変
化層は透明で、水との接触角は88°であり、表面張力が40ｍN／ｍの液体との接触角は58
°であった。
【０１９１】
（光触媒含有層側基板の作製方法）
アルコキシシラン含有酸化チタンゾル無機コーティング剤（石原産業製　ST-K03）を厚さ
50μｍのラインアンドスペースで厚さ0.4μｍのクロム製ブラックマトリックスが形成さ
れた石英ガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、10分間150℃で加熱後、
厚さ0.1μｍの光触媒含有層側基板を調整した。
【０１９２】
（露光による特性変化パターンの形成）
この光触媒含有層側基板を介して、超高圧水銀ランプにより、30ｍW／cm2（356nm）の照
度で10分間紫外線照射を行い基板内に親液性領域を形成した。この際、撥液性領域におけ
る濡れ標準試薬（40ｍN／ｍ）に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学社製　CA-Z
製）で測定した結果、58°であり、親液性領域における接触角は9°であった。
【０１９３】
（金属配線パターンの形成）
上記基板を銀コロイド水溶液（濃度20wt％）に浸漬し、10mm／sec.で引き上げることによ
り、親水性領域のみ上記銀コロイド水溶液がパターン上に付着していた。この銀コロイド
水溶液のパターンを300℃で20分間加熱することにより基板上に銀がパターニングされた
導電性パターン形成体を得た。
【０１９４】
＜比較例１＞
シリコンテトラエトキシドとペンタデカフルオロ‐1、１、２、２、‐テトラヒドロデシ
ル‐１－トリエトキシシランを50：1のモル比で含有するエチルアルコール溶液を作製し
、この溶液にITO基板を漬けてゆっくり垂直にして引き上げ、300℃で1時間加熱して、ITO
基板上にフッ素を含有する撥水性二酸化珪素被膜を被覆した。この被膜は約200nmの厚み
を有していた。実施例2と同じ方法で有機EL素子を作製した結果、特性変化層が厚いこと
から、正孔を通過させることができず、これにより特性変化層上の特性変化パターンを利
用して形成された有機EL層と、第1電極（ITO）との間で導通をとることが出来なかった。
【０１９５】
＜実施例４＞
（パターン形成体用基板の作製方法）
アルコキシシラン含有酸化チタンゾル無機コーティング剤（石原産業製　ST-K01）をパタ
ーンピッチが100μｍ×259μｍで、且つ、ブラックマトリックスの線幅23μｍの遮光パタ
ーンを有するBMガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、30分間150℃で加
熱後、厚さ0.15μｍの透明なパターン形成体用基板を調整した。
【０１９６】
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（濡れ性変化層の製造方法）
フルオロアルキルシラン（東芝シリコーン（株）製、品名；TSL8233）1.42gと、イソプロ
ピルアルコール30gとからなる濡れ性変化層用溶液を容器に入れ、240℃に加熱したオーブ
ンに投入し、フルオロアルキルシランを気化させることにより、オーブン内をフルオロア
ルキルシラン雰囲気にした。前記フルオロアルキルシラン雰囲気のオーブン内にガラス基
板を投入し、ガラス基板表面にフルオロアルキルシランを蒸着させた。このようにして作
製した濡れ性変化層の接触角を接触角測定器（協和界面科学社製　CA-Z製）で測定した結
果、水との接触角は100°であり、表面張力が40ｍN／ｍの液体との接触角は79°であった
。
【０１９７】
（露光による濡れ性変化パターンの形成）
次に、パターンピッチが７６μｍ×２５９μｍで、且つ、上記ブラックマトリックスの線
幅（２３μｍ）よりも狭い幅（１０μｍ）の遮光パターンを有するフォトマスクを介して
、前記濡れ性変化層側から、超高圧水銀ランプにより、70ｍＷ／cm2（356nm）の照度で１
分間紫外線照射を行い、パターン形成体を得た。
【０１９８】
（カラーフィルタ）
このパターン形成体の露光部（濡れ性変化部位、親インク性領域）に以下の組成の各色画
素部用組成物を液体精密塗布装置（ＥＥＤ社製ディスペンサー、商品名；１５００XL-1５
）にて吐出し、100℃、45分間の加熱処理を施して赤色パターン、青色パターン、および
緑色パターンからなる画素部を形成した。さらに、保護層として2液混合型熱硬化剤（JSR
（株）製、商品名；SS7265）をスピンコートして画素部上に塗布し、200℃、30分の硬化
処理を施して保護層を形成し、カラーフィルタを得た。
【０１９９】
[画素部形成用組成]
・顔料（ピグメントレッド１６８、ピグメントグリーン３６、あるいはピグメントブルー
）：３重量部
・非イオン界面活性剤（日光ケミカルズ（株）製、商品名；NIKKOL　BO-１０ＴＸ）：0.0
5重量部
ポリビニルアルコール（信越化学工業（株）、商品名；信越ポバールＡＴ）：0.6重量部
水：97重量部
【０２００】
【発明の効果】
本発明によれば、上記特性変化層を形成することから、エネルギーを照射することにより
、容易に表面に特性の異なる特性変化パターンが形成されたパターン形成体を製造するこ
とができる。また、本発明においては、上記特性変化層を、乾式法により形成することか
ら、例えば単分子膜等の、均一な膜厚の薄い特性変化層を形成することが可能となる。こ
れにより、例えば特性変化層が濡れ性変化層である場合には、均一に表面の濡れ性が変化
したパターン形成体とすることができる。また、例えば特性変化層が分解除去層である場
合には、エネルギー照射部の分解除去層を、短時間で効率よく完全に分解除去することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示す工程図である。
【図２】本発明のパターン形成体の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図３】本発明における光触媒処理層側基板の一例を示す概略断面図である。
【図４】本発明における光触媒処理層側基板の他の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明における光触媒処理層側基板の他の例を示す概略断面図である。
【図６】本発明における機能性素子の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明における機能性素子の他の例を示す概略断面図である。
【図８】本発明における機能性素子の他の例を示す概略断面図である。
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【図９】本発明における機能性素子の他の例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１　…　基材
２　…　光触媒含有層
３　…　パターン形成体用基板
４　…　特性変化層
５　…　フォトマスク
６　…　エネルギー
７　…　特性変化パターン
８　…　基体
９　…　光触媒処理層
１０　…　光触媒処理層側基板
１１　…　光触媒処理層側遮光部

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】
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